
 

大阪大学大学院人文学研究科外国学専攻及び外国語学部国際交流委員

会内規 
 

（設置） 

第 １ 条  大 阪 大 学 大 学 院 人 文 学 研 究 科 外 国 学 専 攻 及 び 外 国 語 学 部 （ 以 下 「 専

攻 等 」 と い う 。 ） の 下 に 国 際 交 流 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。 ） を 置

く。 

 （審議事項） 

第２条 委員会は、専攻等に係る次の各号に掲げる事項について審議する。 

(1) 教育、研究及び学術の国際交流に関すること。 

(2) 外国人研究者の受入れ及び支援に関すること。 

(3) 留学生の受入・派遣等に関すること。 

(4) 研究者、学生の国際交流に関すること。 

( 5 ) 短 期 留 学 推 進 制 度 に 関 す る こ と 。  

(６) その他国際交流に関すること。 

 （組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 総務担当の副学部長 

(２)委員長が指名する教員若干名 

(３) 前号に掲げる者以外で委員会が特に必要と認めた者 

（任期） 

第 ４ 条  委 員 の 任 期 は 、 ２ 年 と す る 。 た だ し 、 委 員 に 欠 員 が 生 じ た 場 合 の 後

任委員の任期は、前任委員の残任期間とする。 

２ 委員は、再任を妨げない。 

 （委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、第３条第１号の委員をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

 （副委員長） 

第６条 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。 

２  副 委 員 長 は 、 委 員 長 を 補 佐 し 、 委 員 長 に 支 障 の あ る と き は 、 そ の 職 務 を

代行する。 



 

 （議事） 

第７条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。 

２  委 員 会 の 議 事 は 、 出 席 委 員 の 過 半 数 を も っ て 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 、

委員長の決するところによる。 

 （委員以外の者の出席） 

第 ８ 条  委 員 長 が 必 要 と 認 め る と き は 、 委 員 以 外 の 者 を 委 員 会 に 出 席 さ せ 、

その意見を聴くことができる。 

 （報告） 

第９条 委員会は、その審議の結果を専攻会議に報告するものとする。 

 （事務） 

第 １ ０ 条  委 員 会 に 関 す る 事 務 は 、 人 文 学 研 究 科 箕 面 事 務 部 事 業 推 進 係 で 行

う。 

 （雑則） 

第 １ １ 条  こ の 内 規 に 定 め る も の の ほ か 、 委 員 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、

委員会が別に定める。 

   附  則 

この内規は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附  則 

 こ の 改 正 は 、 平 成 ２ ８ 年 ３ 月 ２ ９ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら

適用する。 

   附  則 

 こ の 改 正 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ ５ 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用

する。 

附 則 

 1 この改 正は 、令和 ４年 ４月 １４日 から 施行 し、 令和４ 年４ 月１ 日か ら適

用する。 

 2 大阪大学外国語学部国際交流委員会規程（平成 19 年 10 月 1 日施行）は

廃止する。 

 3 なお、 大阪 大学大 学院 人文 学研究 科日 本学 専攻 応用日 本学 講座 の教 員及

び 大 阪 大 学 大 学 院 人 文 学 研 究 科 日 本 学 専 攻 応 用 日 本 学 コ ー ス の 学 生 に つ い て

は、当分の間、本内規で取り扱うものとする。 


